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要　旨

　本研究の目的は，法人後見を行う団体の受任事例の分析を行い，地域における権利擁

護支援ニーズの内容と支援の効果について確認することである．分析の結果，権利擁護

支援が必要となる背景には金銭管理をはじめとする生活管理能力の不足があり，そこに

近隣からの不安や苦情，深刻なネグレクト，あるいは親族やそれ以外の人からの経済的

搾取や虐待の被害に遭うことで，それまでの生活の継続が困難になっていく状況が確認

できた．支援の効果については，成年後見人らが地域の人々と被後見人らの間に入り，

関係を調整することで近隣住民の理解が進み，「地域の困り者」だった被後見人らが地

域で受け入れられ，見守られる存在へと変わっていく姿が確認できた．また，被後見人

らが自分への自信を深め，思いを口にし，自分なりの人生を生きようと動き出し始める

状況が見出された．

キーワード：成年後見，法人後見，権利擁護支援

　はじめに

　福祉の支援を必要とする者のなかには病気や障害，置かれた環境などの事情により，自分の意

思を他の人に伝えることが難しく，社会的に不利な立場に置かれている人たちが少なくない．そ

のような人たちに対しては，本人の意思を尊重しながら支援を行う，いわゆる権利擁護支援の取

り組みが必要となる．わが国では 1990 年代に始まった社会福祉基礎構造改革を経て，介護保険

制度など契約に基づくサービス利用の仕組みが導入されるようになった．それに伴い導入された

成年後見制度は，財産管理や身上監護を通じて本人を護る，権利擁護支援の重要な手段の一つと

地域における権利擁護支援ニーズの内容と支援の効果

　　 法人後見の受任事例からの考察 　　
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位置づけることができる．

　 高裁判所による「成年後見関係事件の概況」によれば，成年後見制度の利用件数は導入以

降，急速に増加し続けている．導入当時は親族後見が多くを占めていたが，2012 年には専門職

ら第三者後見の占める割合が親族後見を上回り，2013 年１年間では，親族以外の第三者が成年

後見人等に選任されたものは全体の約 57.8％を占めていた．また，個人ではなく法人による後

見受任の件数も増加している．

　現在，法人後見の担い手としては社会福祉法人や社会福祉協議会が主であるが，NPO 法人や

一般社団法人によるセンター設置の動きも全国で広がりつつある．法人後見は親族後見や単独の

専門職後見に比べ，経営の安定や人材確保などの経営基盤の点でメリットを有する．また，法律

職と福祉職の協働により活動に要する専門性の担保，バックアップシステムやけん制・監督シス

テムの整備などを通じ，適正な活動推進への配慮がなされている（NPO 法人権利擁護支援ネッ

トワーク 2015:1-6）．今後，成年後見制度の多様な受任形態が模索されるなか，このような法人

後見が地域の権利擁護支援において，いかなる役割を果たすことができるかについて検証するこ

とは重要であろう．

　本稿ではこのような問題意識に基づき，地域で幅広く法人後見活動を行っている団体を対象

に，その団体が地域のどんな権利擁護ニーズに対応し，具体的にどのような支援を行っているの

かを明らかにする．加えて支援の効果，特に被後見人らの生活にどのような変化がみられたのか

について確認することを研究の目的とする．

　１．テーマに関する先行研究

　１）法人後見に関する研究の動向

　NPO 法人権利擁護支援ネットワーク（PAS ネット）は，厚生労働省「平成 25 年度セーフティ

ネット支援対策等事業費補助金　社会福祉推進事業」の助成を受け，法人後見のあり方等に関す

る調査研究を行った．

　ここでは法人後見について，上田により次のような整理がなされている（NPO 法人権利擁護

支援ネットワーク 2014:1-6）．法人後見は旧禁治産制度のときには解釈上，疑義のある規定であっ

た．だが現行の法人後見制度への切り替えの際，民法 823 条４項の成年後見人選任の注意事項に

記載がなされ，その存在が明記されるようになった（新井 2009:5-6）．立法学者がこのような形

で法人後見を認めた理由について，上山（2010:25）は①認知症高齢者，知的障害者，精神障害

者らのニーズが多様化したことにより，福祉関係者の事業を行う法人がその人的・物的な体勢を

組織的に活用して利用者の財産管理や身上監護を行うことが適切な場合があり得る，②本人に身

寄りがない場合には，成年後見人の適切な候補者を見つけるのが難しいことがあり，こうした際

の受け皿として法人後見が必要である，の 2 点を指摘した．加えて法人後見の役割について，西

森（2013）の整理に基づき「本来，望ましくない形態である」と限定的にとらえる見解と，「不
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可欠で親族外の第三者後見人の中核的な役割を果たす」ととらえる見解があることを示し，類型

には大きく分けて事業型と社会貢献型の 2 種類があり，地域の権利擁護支援の方法として成年後

見制度の活用を行う法人は社会貢献型に分類されること，担い手は専門職，市民，社会福祉法人

の三者が基本であることを確認した．そのうえで，法人後見実施のための研修基本カリキュラム

案が示され，法人後見は地域の権利擁護支援システムのなかに位置づけられる取り組みであり，

権利擁護支援の推進という趣旨を活かすための取り組みを総合的に展開することが求められてい

るという主張がなされた．

　その他，同じく NPO 法人である市民福祉団体全国協議会も厚生労働省「平成 25 年度社会福

祉推進事業」の助成を受け，法人後見の組織体制整備に関する調査を行っている．この調査で

は，法人設立時の行政関与度の違いにより，法人後見の団体は主に連動型と非連動型と２つに分

かれるという整理がなされた．連動型は行政機関と連動して立ち上げに至り，その後も行政から

継続的に資金的なサポートや人的サポートを受け，設立当初より順調に法人後見の受任の専任を

受けていること，任意後見人の受任は消極的あるいは行わないとしていること，非連動型は法人

立ち上げに関し行政との連動は特になく，資金的支援がなく純粋に地域住民，市民が立ち上げた

法人であることが示された．行政機関と連動した後見制度が普及するなか，法人後見の必要性と

重要性が急速に浮上する一方，後見業務を担える人材の育成や確保，法人運営の安定的資金の確

保，組織体制（規定やマニュアルなど）の整備が主な課題となっていることが明らかにされた．

　２） 成年後見とソーシャルワークに関する研究の動向

　ソーシャルワークと成年後見制度に関する研究面においては，後見活動におけるソーシャル

ワークの可能性に焦点を当てたものが多い．以下，内容別に研究の動向を把握し，研究の到達点

と今後の研究課題について確認する．

　（1）成年後見人が行う身上監護とソーシャルワーカーによる支援の違い

　嶋貫（2011:36）は，常に本人の「 善の利益」を追求するという支援目的は共通であるが，

後見人には本人利益の実現を法的に担保する手段として家裁の信任に基づき取消権・代理権が付

与されており，ソーシャルワーカーにはないという立場性の違いを指摘している．この点につい

ては鵜浦（2009:59-60）も，（ソーシャルワーカーとは異なり）後見人には被後見人が行うべき

法律行為に関し，代理権と取消権が付与されていると指摘し，成年後見人等にはソーシャルワー

カーをはじめとする他の専門職では果たすことのできない機能や役割を有していると述べる．一

方，ソーシャルワーカーは，クライエント本人のニーズの充足に向けて効果的に社会資源を活用

することが求められ，その際，単に本人に必要とされる社会資源を紹介するだけでなく，社会資

源が効果的に提供されるための調整や必要な社会資源が存在しない場合の開発や創造などにも取

り組まねばならず，ソーシャルワーカーには各々の社会資源と連携・協働を図るための関係を形

成していくことが求められると指摘している．その他，坂本（2001:373，377）は「権利擁護と
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いっても，ソーシャルワークは具体的になにをどう援護するのか」と問い，ソーシャルワークは

人と社会の関係について活動を行うものであり，目に見えない関係性への介入という点にその独

自性があると指摘している．

　（2）成年後見制度におけるソーシャルワーカーの役割

　成年後見制度におけるソーシャルワーカーの役割について，福島（1999:131）は以下の 7 点を

指摘している．①利用者との信頼関係を樹立し，利用者の財産管理と身上監護（身上ケア）の意

向を適確に把握すること，②残存能力やニードのアセスメントを正確に行うこと，③後見人の就

任も含めて，ニードに応じた介護サービスや日常生活費管理サービスなどの提供を担うと同時に

それらのサービスをコーディネートすること，④後見監督人の就任も含めて，身上監護や財産管

理が本人の意向に沿って実施されているかを監視する機能を積極的に担っていくこと，⑤地域ぐ

るみであらゆるレベルの判断能力の人々を援助していく権利擁護システムを構築していくこと，

⑥財産管理や運用については弁護士や司法書士などの他の専門職との連携に努めること，⑦利用

者本位の権利擁護サービスが利用できるように任意後見制度等について積極的に広報・啓発に努

めること．そのうえで，利用者の権利擁護のために社会福祉関係団体やソーシャルワーカーに期

待される役割と責任は大きい，と述べている．

　（3）後見人等との連携・協働によって強化されるソーシャルワーク機能

　鵜浦（2011）はソーシャルワーク実践のための成年後見制度の活用のあり方，すなわち後見人

等との連携・協働によって強化されるソーシャルワーク機能について研究を行った．その結果，

後見人等との連携・協働の仕組みは「補強型」（後見人等がソーシャルワーク機能を補強する），

「分離型」（後見人等が付随的に発生するソーシャルワーク機能以外のものを分離する），「活性

型」（後見人等が存在することによってソーシャルワーク機能が活性化される）の３つに類型化

できると整理した．補強型は「医療・福祉サービスの活用」「希望・意向の実現化」「被害回復の

支援」，分離型は「援助関係の構築」「良好な相互作用関係の促進」というソーシャルワーク機能

を強化することができる．一方，活性型は「クライエント主体の援助」「希望・意向の明確化」

「権利侵害の防止」「環境の変化の促進」「新たな生活環境の創造」というソーシャルワーク機能

を強化することができる．これらは後見人の存在の有無に関わらず求められるソーシャルワーク

本来の機能であるが，後見人等が存在することによって，さらにその機能が活性化される（鵜浦

2011:39）．このように，鵜浦は成年後見制度を効果的に活用することによって，本来のあるべき

ソーシャルワーク実践の可能性を開くことになると述べている．

　

　（4）社会福祉士が成年後見人として支援を行う場合の視点

　斎藤（2013:39）は，社会福祉士が行う後見業務の実態について調査を行い，社会福祉士であ

る後見人は，被後見人の「身上監護における有意性」に確信を持ち，「ソーシャルワークの視点」
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を持って後見業務を行っていることがうかがえる，と指摘した．

　また，馬場（2006）は，成年後見制度における支援のあり方として，社会福祉士は面会時に本

人のニーズと心身の状況を把握するために面会時に面接の技法を取り入れる等，ソーシャルワー

ク的なアプローチを取り入れる工夫をしていることを確認した．また本人と家族との意向の調整

では，弁護士・司法書士は言語的コミュニケーションが成立しやすい家族の意向を優先し，社会

福祉士は本人と家族との意向の相違時には本人の意向を代弁し，家族との調整をすることを示し

た．

　（5）「被後見人の 善の利益」の判断根拠

　ソーシャルワーカーが成年後見活動を行う際には，何を根拠に「被後見人の 善の利益」を判

断したのか，身上に配慮した生活支援の在り方について何を根拠に決定したのかについて，専門

職としての説明責任を果たさねばならない．そのためにはソーシャルワーカーが行うアセスメン

ト項目を明確にする必要がある．このような関心に基づき，西原らは実際に後見活動を行ってい

るソーシャルワーク職（社会福祉士）に調査を行い，後見活動の方針とその判断根拠とした要素

の抽出を試みた（西原・佐久間 2007，2008）．加えて「現在の生活の継続が適当である」あるい

は「将来的な生活の場を検討する必要がある」と判断する際の根拠を明らかにした（西原・佐久

間 2011）．

　その後，西原（2013）は Mental Capacity Act を基盤とするイギリスの実践に注目し，アセ

スメント項目の作成にあたっては，それを何のためにどう使うかを検討していく必要があり，成

年後見人等が個人で判断するのではなく，本人を中心に据えて関係者が一堂に会して話し合い，

合議で 善の利益を見出すというプロセスがなによりも重要と述べている．

　３）先行研究の到達点と今後の研究課題

　成年後見制度の利用の増加に伴い，他分野にわたる専門性や事業の継続性が求められる事例が

増えることが予想され，法人後見の重要性はますます増している．法人後見を行う組織には事業

型と社会貢献型，行政とは連動型，非連動型などさまざまな形態が見られるが，その取り組みが

地域の権利擁護支援システムのなかに位置づけられ，総合的な展開がなされることが重要であ

る．そのためにも，法人後見が地域の権利擁護支援ニーズにどのように対応できるのか，その可

能性を検証しておくことは必要であろう．

　成年後見とソーシャルワークに関する研究では，後見活動におけるソーシャルワークの可能性

に注目したものが多く確認できた．ソーシャルワーカーと後見人等の連携・協働の仕組みは「補

強型」，「分離型」，「活性型」の３つに類型化でき，両者の協働により，支援をより効果的に行え

る可能性がある．また，ソーシャルワーカー（社会福祉士ら）が後見人等を受任し，後見をしな

がらソーシャルワークを行う場合，本人の意向の代弁に留意しながら支援を行っていることも明

らかにされた．
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　しかし，ソーシャルワーカーと後見人とでは取消権・代理権の付与などの点で立場も違うし，

行える業務の範囲も変わってくる．このような異なる二つの役割を同一人物が担うことによるジ

レンマについて考察した研究は充分に行われておらず，この点の掘り下げは，今後の重要な研究

課題の一つであると考えられる．

　

　２．調査目的と方法

　１）目的

　本調査の目的は，法人後見を幅広く展開する団体が受任した事例の分析を通し，地域における

権利擁護支援ニーズの具体的内容について把握するとともに（調査①），行われた支援により，

被後見人の生活にどのような変化が生じたのかを確認することである（調査②）．

　２）対象

　調査対象は NPO 法人 A ネットワーク（以下，A ネット）が受任した事例である．A ネット

は法人として家庭裁判所から成年後見人等に選任され，設立から現在に至るまで法律，福祉，保

健領域の専門職が中心となり，活発な活動を続けている．法人後見を担う組織として長期間に渡

り実績を積み重ねており，かつ，法律職と福祉職のペアを基本とする複数後見で財産管理に加

え，身上監護も重視した支援を行っていること，虐待など支援困難な案件も多数対応しているこ

と，行政とも密に連携した活動を行っていることなどから，地域における権利擁護支援ニーズの

内容を把握するという本研究の目的にふさわしいと考え，調査対象とした．

　分析の対象事例は，以下３つの条件を満たすものとした．①被後見人らが在宅で，独居生活を

している　②法律職による支援と社会福祉専門職による支援が両方なされている　③行った支援

の意味や考え方について事後確認できる．これらの条件を満たす事例は，本人が地域で何とか一

人暮らしをしていたが，何らかのきっかけで成年後見制度（かつ法人後見）という新たなサービ

ス利用が必要になった事例であり，地域における権利擁護支援ニーズが顕著に表れていると考え

た．

　３）調査方法と分析方法

　調査方法は事例のケース記録や裁判所への提出書類を用いた文献調査と支援担当者へのインタ

ビューである．研究目的に沿い，記録から年齢，性別，後見類型，権利擁護支援ニーズなどの情

報を抽出し，表に整理した（表 1，2）．かつ，実際に支援を担当したソーシャルワーカーの協力

を得られた事例については，支援後の本人の生活の変化を尋ねるインタビューを行った．分析に

あたっては，上田（2015:2）の権利擁護支援の３つの支援軸（生活支援・法的支援・意思決定支

援）に沿って整理を行い，内容の検討を試みた．
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表 1　事例一覧

性別・年齢 障害や疾病 成年後見類型 制度利用の背景，きっかけ 支援後の生活の変化

事例１ 男性・58 歳 知的障害 補助

知的障害の子どもが施設に入所しており，施設職員が子

の成年後見利用を相談するために親（本人）と面会した

ところ，親の知的障害の疑いと親族による経済的搾取に

気づいた．

高額な金銭管理や手続きに不安があり，将来的には不動

産を処分して生活費に充てる必要もあることから，施設

から包括経由で市長申立がなされ，A ネットが補助人

として選任された．

事例２ 男性・不明 認知症 後見

トイレ以外はほとんど動かず，寝たきり．本人は介護保

険のサービス利用を嫌がり，セルフネグレクト状態にあ

る．怪しげな商品購入があり，人にお金を取られそうに

なったり，だまされそうになったことを理由に，それま

で関わってきた包括により市長申立がなされ，A ネッ

トが後見人として選任された．

包括，ケアマネジャー，A ネット

という支援のネットワークができ，

本人の生活は安定した．ある日倒れ

て緊急入院，その後施設に入所．食

へのこだわりを貫きつつ，困った時

には後見人（社会福祉士）に助けを

求めることができるようになった．

事例３ 男性・78 歳 認知症 後見

地域の人から包括に「他人にお金を貸しているらしい，

だまされているのでは」という通報があった．調べてみ

ると次から次へと不審な借用書が見つかった．他人に言

われるままにお金を貸し，貸したことも忘れてしまう状

態であった．また，次から次へと段ボールが届くなど，

金銭搾取が窺われた．別居の長女に対し，包括が成年後

見制度の申立支援を行い，A ネットが後見人として選

任された．

隣家，サービス事業者を含め，毎

日，誰かが本人を見守れるネット

ワークができた．認知症の本人につ

いて地域の理解が進み，やっかい

者・困った存在ではなく，皆に見守

られて生きることができるように

なった．

事例４ 女性・91 歳 認知症　 補助

自宅はごみ屋敷状態．認知症が進み，車を運転していて

交通事故も起こす．たびたび訪問販売の業者から高額な

健康器具や健康食品を購入させられたりお金をだまし取

られたりしていた．

息子（障害あり）が入居する施設や，病院に出かけ大き

な声で文句を言う．周囲の人が心配し，虐待対応アドバ

イザーを行っている弁護士に相談がなされた．

弁護士としての個人受任は難しい案件であるため，その

弁護士もメンバーである A ネットにつなぎ，A ネット

が本人による申立を支援し，補助人として選任された．

本人がグループホームに入所したた

め，セルフネグレクトや交通事故に

対する心配はなくなった．

他人からの親切，好意を少しずつ受

け入れられるようになった．周囲と

揉めながらも自分から関係を絶って

しまうことなく関わりを持つことが

できるようになった．

事例５ 女性・69 歳 知的障害 後見

身体障害者手帳を所持しており，日常生活は一部介助を

必要とする．かねてから社協の日援事業を利用していた

が，知人や家主との間に金銭トラブルが生じ，対応不能

になったことから成年後見制度利用に至った．

親族後見が難しかったため，市長申立がなされ，市担当

課からの希望で A ネットが後見人として選任されるこ

とになった．

関係者間で支援のネットワークを築

いた．また，後見人（社会福祉士）

が定期的に訪問し，会話を交わし状

況確認することを重ねた結果，以前

は頻繁にかかってきた電話の数が減

り，落ち着いてきた．

事例６ 男性・82 歳 認知症 後見

金銭管理をはじめとした生活管理能力の不足があるが，

親族は妻方の遠い親戚にあたる甥しかいない．妻亡きあ

との財産管理も視野に入れた支援が必要な状態であっ

た．甥は A ネットが主催する相談会に来訪．遠方に住

んでいるため，本人に適時適切な支援を行うのは支障が

ある．

甥の申し立てを A ネットが支援し，A ネットが後見人

として選任されることになった．

本人は 後まで自宅で生活をしたい

と望んでいたが，それは叶わず，老

人保健施設に長期入所になった．

事例７ 女性・78 歳 認知症 後見

生活保護を受給中．息子からの身体的虐待，精神的虐待

のため，自宅での生活は困難であった．本人の生活状況

や認知症の進行度，現に金銭管理ができないことや息子

による財産搾取が続いていることから，市の担当者やケ

アマネジャーが虐待事例としての対応を検討した．

適切な金銭管理や施設への入所等を検討していく上で，

本人に代わり各種手続き，契約を行う後見人の必要性が

生じ，市長申立により A ネットが後見人として選任さ

れた．

当初，本人は施設入所を嫌がってい

たが，施設に入所したことで虐待す

る息子から解放され，穏やかな生活

が送れるようになった．今は生活が

安定し，後見人の訪問を楽しみにし

ている．
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事例８ 男性・58 歳 精神障害 保佐

ガス，電気，水道が未払いにより止められ，国民保険料

や各種年金も滞納している状況にあった．本人は自宅を

処分し，通院などの利便性の高い土地への引越しを考え

ていたが，本人のみでは手続きはおろか，日常的な支払

いも適切に行えず，親族とも不仲であるため，市長申し

立てとなった．以前，社協の日常生活自立支援事業を利

用していたが，クレームの多さを理由に利用が打ち切ら

れていた．市の担当職員が本人に第三者後見人候補とし

て A ネットを推薦することを説明し，本人の同意をとっ

たうえで申し立てがなされ，A ネットが保佐人として

選任された．

事例９ 男性・39 歳 知的障害 保佐

金銭管理が出来ないため，電気，水道，ガスなどが止ま

ることがあった．また，デート商法にひっかかり多重債

務を負っており，福祉事務所だけでは対応が出来ない状

態であった．

親族はいるが，本人が暴力をふるうため関係が悪化して

おり，第三者後見を前提とした成年後見の市長申立がな

され，A ネットが保佐人として選任されることとなっ

た．

事例 10 女性・53 歳
広汎性発達

障害
補助

別居の妹が，本人について，ある宗教団体から被害を受

けているという情報を近隣住民から聞き，本人の口座を

調べたところ大金が下ろされていることが発覚した．

妹は本人の救済に関わった弁護士，司法書士，税理士な

どから「自己の財産を管理・処分するには支援が必要」

との説明を受け，A ネットに相談し，申立を行い，A

ネットが補助人として選任されることとなった．

何とか安定した一人暮らしができる

ようになった．以前は外出を嫌がっ

ていたが，今は就労支援サービスを

利用し，好きな農業に取り組み，身

なりも気にするようになった．後見

人（社会福祉士）に明るく作業所の

生活の話をし，喜怒哀楽も含め，自

分はこうしたい，という自発的な意

思を示すようになった．また，自分

のことだけでなく，誰かのことを考

えながら行動することができるよう

になった．

事例 11 男性・31 歳 精神障害 保佐から補助

多剤薬物依存症の傾向が強くあり，金銭の管理，計画的

な経済活動は困難な状態であった．生活を維持するため

の障害年金の管理が必要であったが，本人では難しいた

め，母親が自らを後見人候補として成年後見制度の申立

を行った．しかし本人の暴力的言動が激しいため裁判所

は第三者後見が適切と判断，母親の同意も得られたこと

から，A ネットが保佐人（のちに補助人）として選任

されることとなった．

人との挨拶を交わせるようになる

等，社会性が養われてきた．ヘル

パーとも交流するようになり，自殺

未遂や窓ガラスを割るなどの行動も

見られなくなってきた．

自分の生活の中に問題を抱えると後

見人である弁護士に相談することが

できるようになり，将来の希望につ

いても明確に口にするようになっ

た．

事例 12 男性・38 歳
高次脳機能

障害
後見から補助

働き盛りにも関わらず，脳出血の後遺症で高次脳機能障

害となり，金銭管理は一人では十分に行えない状態でに

なってしまった．

両親との同居も困難であったが，たまたま父親が障害者

の入居支援の関係で A ネットに関わりのある弁護士と

出会ったことから，A ネットにつながった．父親は A

ネットの支援を受け成年後見を申し立て，裁判所により

A ネットが後見人として選任されることとなった．

両親とは距離を保ちながら関係を続

け，落ち着いた生活ができるように

なった．

後見人（弁護士）と信頼関係を築

き，困った時には相談することがで

きるようになった．そして，就職し

たいという気持ちを語るようになっ

た．

事例 13 男性・81 歳 認知症
保佐（代理

権なし）

A ネットが行う相談会の場で息子より，本人が見知ら

ぬ介護士から金銭搾取を受けているとの相談あり．調べ

てみると本人の財産関係の書類が軒並み無くなってい

た．

その介護士は認知症に乗じて本人の資産を流用している

可能性があり，詳しく調べたいが介護士からの反発や攻

撃が予想されるため，第三者後見の候補者として，専門

的知識を有する A ネットが保佐人に選任されることと

なった．

事例 14 女性・76 歳 認知症 保佐

申立人である長女は複数の金融機関より，何度も本人の

判断能力の低下，通帳管理等の不備を指摘されていた．

また，弟とその妻が何度か本人のもとを訪れ，金融機関

へ同行し，現金を出し，受け取っていると聞き，長女は

自身を候補者として成年後見の申立を行った．しかし弟

は，母親は財産管理はすべて長男である自分に任せるつ

もりだ，と主張し反発，親族間の財産トラブルがあるた

め裁判所は第三者後見として A ネットを指名，保佐人

に選任した．
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事例 15 女性・80 歳 認知症 保佐

本人は次男夫婦と同居しているが，夫婦ともに働かず，

本人の年金を頼りに生活しており，本人は病院やデイ

サービスに行くことができなくなった．

長男が成年後見制度の申立を行ったが，調査官は長男・

次男間で金銭管理に関する争いがあるため，第三者を選

任することが相当と判断，裁判所は A ネットを保佐人

に選任した．

事例 16 男性・74 歳

軽度の知的

障害，アル

ツハイマー

型認知症，

アルコール

依存による

精神障害

保佐

本人は「お金がないから何とかしてほしい」「おかしい

ものが見える，頭が痛い」と度々，市役所へ連絡してい

た．民生委員や保健師らとの話し合いにより，別居の妹

が預貯金と年金を管理することになったが本人は浪費を

繰り返し，妹は送金以外の関わりを拒否したいと言い出

した．妹は自分の家庭もあり，兄の滞納の後始末を続け

るのは難しく，一切関わりを持ちたくない，今後はきち

んと管理できる人にお願いしたいと考えた．

市職員らのサポートで市長申立に至り，裁判所は A ネッ

トを保佐人に選任した．

事例 17 女性・97 歳 認知症 保佐

長男（養子）が本人の口座から使途不明の 4000 万円が

引き出されていたのを発見，本人は全く把握していな

い．長男は裁判所に自らを後見人候補者とする申し立て

を行った．しかし，不動産の売却をめぐって本人と長男

の意見が合わず，争いになる．家裁調査官は「本人と申

立人との確執が大きく，円滑に後見事務が行えない可能

性が高い」と認定，専門職後見人を選任することが相当

と判断し，A ネットが保佐人として選任された．

事例 18 男性・55 歳

精 神 障 害

（薬物中毒

による器質

性）

後見

父親が事故死した後，母親が本人の後見人となり遺産分

与を行った．だが母は，本人から暴力をふるわれたため

家を出，施設に入所し，あわせて後見人辞任の申立がな

された．家裁が後任を探す際に第三者後見を検討，身上

監護も重要ということで A ネットが後見人に選任され

た．

衛生や耐震性に問題，転倒の危険は

あるが，亡き父親と思い出のある家

で，自分なりのこだわりを大事にし

つつ，おだやかに生きることができ

ている．自分が生きていくのに必要

な人たちと関係を保つこと，相談す

ることができるようになった．後見

人である社会福祉士に「ありがと

う」と言えるようになった．

事例 19 女性・19 歳

知 的 障 害

（中等度）

広汎性発達

障害

保佐

本人は A ネットが主催する相談会に参加．知的障害，

発達障害があり，金銭の自己管理が困難なため，独居生

活を続けていくためのサポートが必要だが，別居のきょ

うだいらとは折り合いが悪く，支援は望めなかった．そ

こで A ネットのメンバーである弁護士の支援のもと，

成年後見制度の本人申立がなされた．

裁判所は本人の年齢も若く，今後も長期的に専門的な視

点を持って支援していくことが必要との観点から，これ

までの弁護士と福祉職による法人後見を期待し，A ネッ

トが保佐人として選任されることとなった．

事例 20 男性・81 歳

アルツハイ

マー型認知

症

後見

本人は年金管理を任せた知人から度重なる悪徳商法，詐

欺に遭い，財産を使い果たし，今では生活費もままなら

ず，数々の支払いも滞っている． 低限の生活が確保で

きていない状態であった．息子は失踪中，娘とは絶縁状

態．

警察の介入後も不安が残るため，包括が介入．それによ

り，本人が知人に疑問を抱き，市長申立がなされ，A

ネットが後見人として選任された．

事例 21 女性・79 歳

精 神 障 害

（統合失調

症）

後見

自宅は段ボール等が山積みとなり，横になる場所もない

ため，本人は玄関のわずかな所に座って寝ている．統合

失調症に認知機能の障害も見られるが，本人は医療受診

や介護サービスも拒否し，セルフネグレクト状態．親族

の支援協力が望めなかったため，援助困難事例として検

討がなされた結果，本人は納得していないが，成年後見

制度の市長申立が行われることになった．申立にあたっ

ては，事前に市が A ネットの第三者後見を希望する旨

の書類が添付され，A ネットが後見人に選任されるこ

ととなった．

事例 22 女性・90 歳

全般的な精

神機能の低

下（脳内出

血，脳腫瘍

術後てんか

ん）

保佐

本人は脳出血で救急搬送され，意思疎通はあるものの物

忘れが頻繁な状態になった．本人の財産管理をめぐり親

族間で争いがあった．結局，孫が「本人の財産を守る」

ために成年後見制度の申立を行ったが，家裁からは親族

間でもめている場合，そのなかから後見人等になっても

らうことは支障があるので，専門職を選任する必要あり

という判断がなされ，A ネットが保佐人として選任さ

れることとなった．
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事例 23 男性・38 歳
知 的 障 害

（中等度）
保佐

生活就労支援を受けている機関から A ネットを保佐人

とする申立の相談があった．本人が契約者かつ受取人で

ある保険金が親族から搾取されるのを防ぐことが目的で

あった．その機関のサポートにより，後見利用に関する

本人申立がなされ，A ネットが保佐人として選任され

ることとなった．

事例 24 女性・83 歳 認知症 後見

本人が認知症の診断を受けていることをケアマネジャー

から知らされ，家族は会議を開き，二男が成年後見制度

の利用に関する申立を行うことになった．しかし本人の

預金が引き出されて他のきょうだいの口座に振り込まれ

たり，金銭管理をめぐり親族間の紛争があったりするた

め，家裁の判断により，第三者を選任する方針になり，

A ネットが後見人として選任されることとなった．

自宅での生活を継続できるよう後見

人（社会福祉士）は地域の理解を促

し，サポートを受けられる体制を整

えたが，本人がボヤを起こしたため

住み続けることができず，グループ

ホームに入所した．入所により息子

や地域とのつながりは薄れたが，息

子の妻が面会に訪れ，本人はとても

喜んでいた．

事例 25 男性・34 歳

高次脳機能

障害（交通

事故による

高次脳挫傷

前 頭 葉 損

傷）

保佐

交通事故の後遺障害のために記銘力減退，意志力減退，

事実上就労不能である．加害者からは相当額の賠償金を

得たが，本人のみでは財産の適切な管理はできない．実

質的には兄や母親が管理を行っているが，本人や家族は

法的に適切な管理体制を形作りたい，今後長きにわたっ

て障害を抱えるため，様々な問題の相談に対応してほし

いという希望があった．そこで賠償を担当した弁護士か

ら A ネットに打診があり，A ネットが保佐人として選

任された．

兄が本人の生活を支援するように

なった．本人は兄のもとで兄のため

に生きていくことが自分のためだと

考えるようになった．

本人より保佐人制度利用の取り消し

の申立があり，終了．

事例 26 女性・68 歳 認知症 後見

夫が死んでから電気代・電話代などの支払いが滞るよう

になってきた．遺族年金は夫の子（養子縁組していない

義理の子）が管理．本人は認知症で金銭管理ができず，

借金の管理もできていない．

包括は親族間の調査が必要な支援困難事例であり，法人

後見で実績のある A ネットに受任を望んだ．市長申立

がなされ，A ネットが後見人として選任された．

事例 27 男性・55 歳

精 神 障 害

（統合失調

症）

保佐

本人から直接，A ネットに連絡があり，面談を行った．

福祉事務所で，生活保護の受給の手続きを取ろうとした

ところ，成年後見人の選任が求められたという．ガス，

電気は止められており，ガラスも割れたまま放置，年金

の診断書も更新の手続きもできていない．生活を維持す

るための活動が全くできておらず，近隣から不安との苦

情の声が挙がっていた．

A ネットは本人申立を支援し，そのまま保佐人として

選任された．

事例 28 女性・82 歳

アルツハイ

マー型認知

症

保佐

本人は国民年金のみで生活，遺族年金は義理の息子が管

理しており本人は引き出せない．本人は廃屋のような建

物で寝起きし，ガスは撤去され，長く入浴もできずにい

る．在宅介護支援センターからの施設入所の提案は受け

入れられず，客観的には自宅での生活は限界であった．

市は経済的虐待と判断，成年後見制度の市長申立がなさ

れた．市は遺族年金をめぐり義理の息子と対立する可能

性があること，本人の対応も困難であることから，第三

者後見を希望，A ネットに受任が打診された．そして，

A ネットが保佐人に選任された．

事例 29 男性・23 歳 知的障害 保佐

本人は職場近くで高額商品の購入を強要され，その負債

が多額となった．また，キャバクラ遊びが頻繁になり，

費用をサラ金等で借入，負債が高額となり，督促が厳し

くなった．

多重債務の解消と財産管理を目的に，母親により成年後

見制度利用の申立がなされた．母親にも知的障害があ

り，生活上の助言や指導は期待できない．裁判所の判断

により，A ネットが保佐人に選定された．

事例 30 女性・91 歳

アルツハイ

マー型認知

症

後見

本人は被害妄想や物とられ妄想がひどくなり，金銭の自

己管理が困難になってきたにも関わらず，不動産の売買

をしようとする．次女は本人の財産を守りたいと思い，

地元の包括に相談，成年後見の申立を行った．

家庭裁判所調査官から土地売買のこともあるので第三者

後見人が好ましいのではとの話があり，包括アドバイ

ザーの弁護士とも協議して A ネットヘの受任依頼と

なった．裁判所の判断により，A ネットが後見人に選

任された．
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表２　権利擁護支援ニーズ（要素）

金銭管理を

はじめとし

た生活管理

能力の不足

金銭管理を

はじめとし

た生活の破

たん

セルフ

ネグレ

クト

近隣の

心 配

（事件・

事故）

近隣と

のトラ

ブル

親族に

よる経

済的搾

取

親族によ

る経済的

搾取では

ない虐待

親族以

外の経

済的搾

取

親族

いな

い

親族の事

情（本人

が暴力を

振う）

親族の事

情（本人

との関係

が悪い）

親族の事

情（財産

争い、利

益相反）

親族の事

情（親族

も能力不

足）

親族の意

向（遠距

離、将来

の不安）

事例１ ■ ○ ○ ●

事例２ ■ ○ ○ ●

事例３ ■ ○ ●

事例４ ■ ■ ○ ○ ○ ●

事例５ ■ ○ ○ ●

事例６ ■ ■ ○ ●

事例７ ■ ○ ○ ●

事例８ ■ ○ ●

事例９ ■ ■ ○ ●

事例 10 ■ ○ ●

事例 11 ■ ●

事例 12 ■ ●

事例 13 ■ ○ ●

事例 14 ■ ○ ●

事例 15 ■ ○ ○ ●

事例 16 ■ ●

事例 17 ■ ○ ●

事例 18 ■ ●

事例 19 ■ ●

事例 20 ■ ■ ○ ●

事例 21 ■ ■ ○ ●

事例 22 ■ ○ ●

事例 23 ■ ○ ●

事例 24 ■ ○ ●

事例 25 ■ ●

事例 26 ■ ○ ●

事例 27 ■ ■ ○ ○ ●

事例 28 ■ ■ ○ ●

事例 29 ■ ■ ●

事例 30 ■ ■ ●

■…前提　　○…危機内容　　●…親族の事情

図１　法人後見利用に至るプロセス

金銭管理をはじめとする生活管理能力の不足

深刻なネグレクトや近隣住民から

の苦情，経済的搾取

生活の危機に適切に対応できる親

族が不在（そもそも親族がいない，

あるいはいても頼れない事情あり）

親族の意向により，あえて第三者

による法人後見が選択される

法人後見の申立
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　４）倫理的配慮

　A ネットに調査目的と計画を記した文書を提出し，理事会にて調査責任者から文書と口頭に

よる説明を行い，調査実施に関する理事の合意と承認を得た．分析にあたり，調査事例について

は匿名化し，個人の特定につながる情報は全て省いた．

　３．結果

　調査①　地域における権利擁護支援ニーズの具体的内容

　A ネット設立から現在に至るまで，抽出基準に当てはまる事例は 30 件であった．これら事例

について，事例の概要を記載し，権利擁護支援ニーズを抽出した（表 1）．詳細は以下の通りで

ある．

・事例の概要

　被後見人らの性別は男性 15 名，女性 15 名，受任当時の後見類型は補助 3 件，保佐 15 件，後

見 12 件であり，受任後，類型に変化がみられたのは 2 件であった．

　判断能力が不十分であることの原因疾患や障害は，認知症が 14 件，知的障害が 6 件，精神障

害が 5 件，重複が１件（知的＋精神），その他４件（高次脳機能障害 2，広汎性発達障害１，全

般的な精神機能低下１）であった．

・権利擁護支援ニーズ

　判断能力が不十分である人々が法人後見利用に至るプロセスを図式化したものが図１である．

　すべての事例には前提として，金銭管理をはじめとする生活管理能力の不足が存在した．具体

的には，高額な金銭管理や手続きに不安がある（事例 1），他人に言われるままにお金を貸す（事

例 3），ガス，電気，水道が未払い（事例 8），保険料や年金が滞納（事例 9）などである．すで

に生活の破たんが生じていた事例は 9 件（30％）であった．

　生活管理能力の不足に加え，30 件中，22 件（73％）については深刻なネグレクトや近隣住民

からの苦情や経済的搾取など，本人がこれまでの生活スタイルを継続できなくなる何らかの危機

が生じていた．深刻なセルフネグレクトが 5 件（事例 2，4，21，27，28），近隣住民からの心配

が 2 件（事例４，27），近隣トラブルが 2 件（事例 5，8），親族からの経済的搾取が 9 件（事例

1，7，14，15，17，22，23，24，26），親族からの経済的搾取以外の虐待が 2 件（事例 7，15），

親族以外からの経済的搾取が 10 件（事例 1，2，3，4，5，6，9，10，13，20）であった．

　かつ，これら 22 件すべてについて，生活の危機に適切に対応できる親族が存在しなかった．

そもそも親族がいない場合が 5 例（事例 2，5，8，21，27），そのほか親族はいても頼れない事

情，例えば本人がその親族に暴力をふるう，関係が悪い，両者の間に財産争いや利益相反があ

る，親族自身も病気や障害により，適切な対応を取る能力に欠けているなどの状況が確認でき
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た．

　一方，本人に生活管理能力の不足はあっても，「これまでの生活スタイルを継続できなくなる

何らかの危機」が特に確認できない事例が 8 件存在した．親族が本人の生活管理能力の不足を気

にかけ，自らを後見人候補として申立を行ったが裁判所の審議の結果，申立人の適格性が問われ

第三者による法人後見を指定した（事例 11，18，29，30），親族が遠隔地に住んでいて本人と頻

繁に関われない（事例 16）などであった．本人が若く，長期にわたる制度利用が必要など，親

族の意向により，あえて第三者による法人後見が選択された事例もみられた（事例 12，19，

25）．これらの事例には制度申立の当時，生活の危機に対応できる親族がいなかったわけではな

いが，より適格な後見，あるいは将来を見越し生活環境の維持を図るという目的で法人後見が利

用されていた．

調査②　行われた支援により，被後見人らの生活にどのような変化が生じたのか

　調査①で対象にした 30 件のうち，支援を担当したソーシャルワーカー等に尋ね，支援後の本

人の生活状況や変化について確認をすることができたのは 12 件であった．

　・法的支援

　弁護士や税理士らが中心になって行われた法的支援では，全ての事例で後見人らによる債務や

資産の調査がなされ，必要な支払いの遂行や金銭トラブルの解決がなされていた．また，後見人

らによる財産管理により，将来に渡る親族や親族外からの経済的搾取を防止するという効果が得

られていた．

　・生活支援

　被後見人らが地域で生活していけるようにするためには日常生活に必要な金銭を適切に管理す

る体制の構築に加え，住まいや医療，就労，社会的役割など各方面への目配りが必要になる．調

査の結果，全ての事例について，弁護士など専門職により日常的な金銭管理が行われる体制が構

築されていた．また，社会福祉士など身上監護を担当する後見人らにより，本人を取り巻く支援

体制が見直され，新たにケアマネジャーや近隣の人たちをも巻き込んだ支援ネットワークの構築

がなされていた（事例 2，3，5，10，11，18，24）．住まいについては本人の意思を尊重しつつ，

必要に応じて施設入所の手続きを行い（事例 4，6，7，24），医療や介護サービスの確保が図ら

れていた．ただし，周囲の理解が得られず，本人の意に沿わない施設入所となった事例もあった

（事例 6）．一方で，本人の強いこだわりが尊重され，可能な限り自宅で生活できる道が模索され

た事例も存在した（事例 18）．就労に関しては，後見人らが定期的に関わることにより，本人の

就労意欲が高められていた．本人の状況を細かく把握し，適性に沿う仕事を見つける努力がなさ

れている事例もあった（事例 10）．

　・意思決定支援

　後見人らは本人を定期的に訪問し，話に耳を傾け，本人との信頼関係を築く努力をしていた．

その過程で気づいた本人のこだわり，「こうしたい」などの思いや希望を丁寧に受け止め，支援
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の軸に据え，実現の可能性を模索していた（事例 4，10）．このような関わりを通じて，本人の

内に向いていた関心が広がり，本人の社会性が発達していく状況がみられる．例えば，他人から

の好意を受けられるようになる（事例 4），後見人らに感謝を述べる（事例 18），困った時には後

見人らを頼り相談することができるようになる（事例 2，11，12）などの変化がみられていた．

そして「自分はこうしたい」と述べる（事例 18），将来の希望を口にする（事例 11），就職した

いという気持ちを語る（事例 12）など，本人が希望を持ち，自らの人生に前向きになっていく

姿が確認できた．ただし，親族も交えた本人との関係調整がうまくいかず，支援半ばで成年後見

の終了が申し立てられた事例もあった（事例 25）．

　４．考察

　本研究の目的は，地域で幅広く法人後見を行う団体の受任事例の分析を通して，地域における

権利擁護支援ニーズの内容と支援状況を把握し，支援の結果，被後見人らの生活にどのような変

化が生じたのかを確認することであった．これらの点について実際どうであったのか，調査結果

をもとに考察する．

　

　１）地域における権利擁護支援ニーズ

　金銭管理をはじめとする生活管理能力が不足したとしても，家族など同居人がいたり，生活状

況を気にかけ頻繁に訪問してくれる人がいたりすれば，一人暮らしであっても住み慣れた自宅で

生活し続けることは可能である．しかし生活管理能力の不足から生活破たんに陥ってしまうと誰

かの支援なしに生活を営むことが難しくなる．そして，この状況は近隣住民の不安に結びつきや

すい．セルフネグレクト状態が傍から見ても分かるほど深刻になると，その不安は行政や支援機

関への苦情やトラブルへとつながっていく．ここまで至ると近隣住民は「本人を施設に入れてほ

しい」「火事にでもなったら誰が責任を取るのか」など，本人の理解というよりも排除の方向に

向かいやすい．そうなる以前の段階，つまり生活管理能力が不足した時点で，関わる支援者らが

本人をサポートし，意識的に地域との関係を保ち，理解と協力が得られる状況を構築しておくこ

とが重要である．早期からの対応がなされれば，たとえ生活管理能力が不足しても「地域での困

り者」ではなく，地域で多くの人から支えられ，見守られる存在として，慣れ親しんだ生活スタ

イルを大きく変えることなく，生き続けることが可能になる．

　調査結果からは，これまでの生活スタイルを継続できなくなる何らかの危機として，近隣から

の不安や苦情，深刻なネグレクトに加え，親族からの経済的搾取や虐待，親族以外からの経済的

搾取が存在することが明らかになった．

　親族による虐待については速やかに発見，対応できる体制を整えておくことが重要である．虐

待される人たちは，地域包括支援センターや障害の相談支援など，支援者と何らかのつながりを

有している場合が少なくない．支援者らが日常的な関わりのなかで，虐待の兆候がないかを常に
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気にかけておくことが早期の発見につながる．また，虐待のなかでも経済的虐待は発見が難し

い．搾取をする親族自身，その行為が虐待にあたるとは思っていない場合も少なくなく，その後

の対応も困難を極める．啓発と予防が鍵となるため，自治体は日常的に経済的虐待の啓発活動を

行い，相談窓口を増やし，いざというときは速やかに成年後見制度の利用に結び付けるシステム

を地域に構築しておくことが求められる．

　親族以外の経済的搾取に関しては，不審な者が地域に入り込まないよう，地域ぐるみで見守り

がなされる体制を構築しておきたい．例えば三重県伊賀市では，社会福祉協議会が中心になり，

悪徳商法を撃退する市民チーム「いが悪徳バスターズ」を結成し，悪徳商法に対抗できる市民の

養成を行ってきた（奥田 2010）．この取り組みを通じて，伊賀市では消費者被害に対する住民の

意識が高まり，お互いに気配りをする関係ができ，悪徳商法業者が地域に入り込みにくい環境が

つくりあげられている．このように地域の特性に合わせ，権利侵害の予防に力を入れることも権

利擁護支援システムの構築において欠かせない取り組みであろう．

　その他，遠隔地に住んでいて本人と頻繁に関われない，本人が若く長期にわたる支援ニーズが

あるなどを理由に親族が法人後見利用を願い出るという事例からは，意思能力に欠ける者が地域

で安心して生活できるようにするためには継続した見守りと必要な支援への橋渡しというニーズ

が存在することが明らかになった．これは地域包括支援センターなど，地域に点在する各福祉機

関が住民と密な関わりを持ち，見守り支援するシステムが構築されていれば充足できるニーズで

はあるが，そうではない地域においては後見人らにその役割が期待されていた．

　

　２）行われた支援により，被後見人らの生活にどのような変化が生じたのか

　後見人らが選任されることで本人の金銭管理をはじめとした生活管理能力の不足を補うことが

可能になり，専門職により日常的な金銭管理が行われる体制が構築されていた．また，本人を取

り巻く支援体制が見直され，新たに今までの支援者や近隣の人たちをも巻き込んだ支援ネット

ワークの構築がなされていた．岩間（2012:117）は権利侵害からの保護，また衣食住をはじめと

する生活上の基本ニーズの充足は「狭義の権利擁護」であり，権利擁護活動の中核をなすものと

述べる．本調査からは，「狭義の権利擁護」については後見人らの支援により，速やかに解決が

なされたと言ってよいだろう．

　一方，岩間は「狭義の権利擁護だけでは人間の尊厳を満たすことはできない」とし，生命と

低限の生活の維持だけでなく「積極的権利擁護」，つまり自分の「存在」に意味と価値があるこ

とが社会関係のなかで認められ，さらに本人が自分にとってのあるべき生活を主体的に想像して

いくこと（本人らしい生活の保障）と，心身と環境の変化にともなって，社会資源の活用を含め

て周囲との支えあいの社会関係を結びながら新しい生活を想像していくこと（本人らしい変化の

保障）の必要性を提起している．この点から言えば，本調査からは，後見人らが支援者や地域と

本人の間に入り関係を調整することで，地域住民の理解が進み，「地域の困り者」だった本人が

地域で受け入れられ，見守られる存在へと変わっていく状況を確認することができた．また，後
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見人らが本人と信頼関係を築き，思いや希望を丁寧に受け止めた結果，本人の内向きの関心が外

に向かい，後見人を頼り感謝を述べる姿もみられるようになった．さらに「自分はこうしたい」

など将来の希望を口にする，就職したいという気持ちを語る，人のことを考えながら行動するよ

うになったなどの変化もみられた．これは権利擁護支援の結果，本人が自分に自信を持ち，思い

を口にし，自分なりの人生を生きようと動き出した表れであり，大きな変化であると言えよう．

　５．今後の研究課題

　本研究では，「地域における権利擁護支援ニーズ」の具体的内容と，「行われた支援により本人

にどのような変化が生じたのか」について，調査をもとにその実態を確認することができた．し

かし，先行研究の到達点と今後の課題で述べた「ソーシャルワーカーと後見人という，異なる二

つの役割を同一人物が担うことによるジレンマ」等については十分に論じることができなかっ

た．また，今回は家庭裁判所への報告書など，支援者らによる記録をもとに調査を行ったため，

法的支援の内容については明確な効果を確認することができたが，生活支援，意思決定支援をも

含む身上監護の内容については十分に明らかにすることができなかった．現行法における成年後

見制度は財産管理に加え，身上監護にも配慮した内容になっている．そのため身上監護について

もその効果を確認し，記録として明らかにしておくことは必要であろう．これらはいずれも重要

な課題であり，今後の研究課題としたい．
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